
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

担

当

課

（

室

）

の

完

了

目

次

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

林

政

課

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

【

告

示

】

○

情

報

通

信

サ

ー

ビ

ス

の

調

達

契

約

に

係

る

競

争

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

入

札

の

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

に

係

る

事

項

の

変

更

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

役

務

の

提

供

の

調

達

契

約

に

係

る

競

争

入

札

の

用

度

課

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

調

達

契

約

に

係

る

競

〃

争

入

札

の

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

（

市

町

村

）

耕

地

課

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

合
板
・
製
材
・
集
成
材
生
産
性
向
上
・
品
目
転
換
促
進
対
策

別
表
第
三
林
政
課
の
部

の
項
１
中
「

22
事
業

ス
マ

ト
農
林
水
産
業
の
全
国
展
開
に
向
け
た
導
入
支
援
事
業
の
う
ち
ス
マ

ト

」
の
次
に
「，

ー
ー

」
を
加
え
る
。

林
業
の
全
国
展
開
に
向
け
た
導
入
支
援
事
業

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号

令
和
四
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

）

（

「

」

二
号

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

以
下

競
争
入
札

と
い
う

）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

。

な
お
、
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示

第
三
百
三
十
二
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス

。

に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
格
付
区
分
の
う
ち
Ａ
級
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(3)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(4)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(5)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(6)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(7)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(8)

申
請
時
の
事
業
者
認
定
等
制
度
に
お
け
る
認
定
等
の
種
類

(9)

申
請
時
に
お
け
る
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第

(10)
二
十
九
条
第
一
項
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
合
格
者
数

２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

、

、

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は

１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き

別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ
た
総
合
点
数
が
八
十
点
以
上
で
あ
る
者
と
す

る
。

３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者
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５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
書
類

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(8)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の

、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と

ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、

。

そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。

４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

５

提
出
方
法
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持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ

ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
参
加
資
格

審
査
要
領
に
基
づ
く
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四

月
一
日
か
ら
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
令
和
六
年
度
の
申
請

手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
（
電
話

〇
八
六

二
二
六

七
二
六
四
）

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

の
ぞ
み
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
玉
島
一
七
〇
一
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
四
年
一
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
二
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

  

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

変
更
事
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
前 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

変
更
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

変
更
年
月
日 

さ
く
ら
薬
局
備
前
病
院
前
店 

 
 

 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 

 

片
上
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

さ
く
ら
薬
局
備
前
病
院
前
店 

 
 

 
 
 

令
和
四
年
一
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
三
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

も
り
や
小
児
科
医
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
一
七
〇
一
―
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
四
号

令
和
四
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
役
務
の
提
供
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う

）
。

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

な
お
、
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示

第
三
百
三
十
二
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
（
情

。

報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く

）
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札
に
参

。

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

建
物
等
の
保
守
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
、
調
査
研
究
、
企
画
製
作
、
運
送
保
管
、
機
械
設

備
等
の
保
守
点
検
等
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く

）
。

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(3)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(4)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(5)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(6)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(7)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(8)
２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
予
定
価
格
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
、
１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を

合
計
し
て
得
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
総
合
点
数
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
格
付
区

分
を
付
さ
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
権

限
を
有
す
る
者
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
又
は
特
定
の

格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
を
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
の
予
定
価
格

総
合
点
数

格
付
区
分

制
限
な
し

六
十
点
以
上

Ａ
級

五
百
万
円
未
満

四
十
点
以
上
六
十
点
未
満

Ｂ
級

二
百
万
円
未
満

四
十
点
未
満

Ｃ
級

３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事
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が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者

５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
書
類

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
当
該
個
人
及
び
支
配
人
の

(8)
名
簿
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の

、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と
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ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、

。

そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。

４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
又
は
出
納
局
用
度
課

５

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
又
は
出
納
局
用
度
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ

ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
参
加
資
格

審
査
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
参
加
資
格

審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
令
和
六
年
度
の
申
請

手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

岡
山
県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
電
話

○
八
六

二
二
六

七
五
三
八
）

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
五
号

令
和
四
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団

（

）

体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い

う

）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

。な
お
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審

査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
。

に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
物
品
等
の
種
類

文
具
・
事
務
用
機
器
、
木
工
・
家
具
類
、
薬
品
類
、
印
刷
類
、
燃
料
・
油
脂
類
、
機
械
器
具
類
、

工
事
用
材
料
、
車
両
・
船
舶
類
、
百
貨
、
装
飾
品
、
書
籍
、
運
動
・
楽
器
、
金
物
・
荒
物
・
雑
貨
、

繊
維
、
皮
革
・
合
成
樹
脂
、
食
料
品
、
種
苗
・
花
木
、
動
物
、
記
念
品
・
標
識
、
レ
ン
タ
ル
・
リ
ー

ス
類
、
飼
料
、
肥
料
、
火
薬
、
銃
、
模
型
、
茶
道
具
、
一
般
高
圧
ガ
ス
、
ミ
ニ
ハ
ウ
ス
、
電
気
及
び

払
下
品
類

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
価
額

(3)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(4)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(5)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(6)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(7)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(8)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(9)
２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
予
定
金
額
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
、
１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を

合
計
し
て
得
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
総
合
点
数
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
格
付
区

分
を
付
さ
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
権

限
を
有
す
る
者
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
を
競
争
入
札

に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
の
予
定
金
額

総
合
点
数

格
付
区
分

二
百
五
十
万
円
以
上

七
十
点
以
上

Ａ

五
百
万
円
未
満

五
十
点
以
上
七
十
点
未
満

Ｂ

二
百
五
十
万
円
未
満

五
十
点
未
満

Ｃ
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３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

４

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

５

４
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
６

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
４
又
は
５
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
書
類

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
び
登
記
事
項
証
明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

誓
約
書

(8)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
当
該
個
人
及
び
支
配
人
の

(9)
名
簿
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
る

(10)
こ
と
を
証
す
る
書
面

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(11)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(12)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の
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、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と

ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、

。

そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。

４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

５

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ

ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
参
加
資
格

審
査
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
参
加
資
格

審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
令
和
六
年
度
の
申
請

手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

岡
山
県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
電
話

〇
八
六

二
二
六

七
五
三
八
）

－

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
二
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
に
つ
い

て
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
中
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

倉
敷
市
長

二

地
区
名

柳
井
原
地
区

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

月
二
十
八
日
か
ら
同
年
二
月
十
八
日
ま
で

令
和
四
年
一

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
県
全
域 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
時
空
間
変
位
確
定
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年

三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
美
作
局

建
第
六
〇
二
二
号 

令
和
四
年
一
月
十
九

日 番

号 

指

定

年

月

日 

真
庭
市
鍋
屋
字
根
庭
一
九
七
番
六 

道

路

の

位

置 

五
・
〇
〇 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

二
六
・
二
二 

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
美
作
局

建
第
六
〇
二
三
号 

令
和
四
年
一
月
十
九

日 番

号 

指

定

年

月

日 

真
庭
市
福
田
字
中
清
水
二
八
六
番
四
、

字
向
田
二
八
七
番
一
、
二
八
七
番
一
地

先
道
の
一
部 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

五
九
・
二
七 

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
三
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
前
局

建
第
八
〇
八
号 

令
和
四
年
一
月
二
十 

日 番

号 

指

定

年

月

日 

備
前
市
香
登
本
字
琴
屋
敷
一
○
五
四
番

三
、
字
西
土
井
一
〇
五
五
番
四
、
字
西

土
井
一
〇
五
五
番
四
地
先
里
道 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

四
七
・
九
〇 

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
天
代
川
端
三
四

一
、
三
六

一
、
三
六

二
、
三
六

三
、
三
七

一
、
三
七

二
、
三
七

三
、
三
八

一
、
三
八

二
、
三
九

一
、
三
九

二
、
四
〇

一
、

－
－

－
－

－
－

－

四
〇

二
、
字
十
万
四
二

一
、
四
二

二
、
四
二

四
、
四
六
、
字
上
辻
四
三

一
、
字
中
辻

－
－

－
－

－

四
五

一
、
四
五

二
、
四
五

七
、
字
仏
空
面
四
七
、
字
原
ノ
脇
四
八

二
、
四
八

三
、
四

－
－

－
－

－

九
、
四
九

二
、
五
〇

二
、
五
〇

四
、
五
八

一
、
五
八

四
、
五
八

六
、
五
八

七
、

－
－

－
－

－
－

－

五
八

一
〇
、
五
八

一
一
、
五
八

一
二
、
五
八

一
三
、
五
八

一
四
、
五
八

一
五
、
字

－
－

－
－

－
－

フ
ケ
五
九

三
、
五
九

八
、
五
九

一
三
、
五
九

一
四
、
字
七
斗
代
六
〇

三
、
六
〇

九
、

－
－

－
－

－
－

六
〇

一
五
、
六
〇

一
六
、
字
原
ノ
脇
四
八

三
地
先
水
路
、
五
八

一
一
地
先
道
路
、
字
天

－
－

－
－

代
川
端
四
〇

二
地
先
道
路

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

高
梁
市
松
原
通
二
〇
四
三

高
梁
市
長

近
藤

隆
則

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
九
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
八
号

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
立
川
字
段
子
五
二
八

七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

赤
磐
市
河
本
九
二
六

一
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
Ⅱ
Ｂ
棟
二
〇
二
号
室

－

山
本

優

赤
磐
市
山
陽
一
丁
目
九

二

一
〇
三
号

－
－

山
本

康
代

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
三
号

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



〔
三
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
天
代
川
端
三
四

一
、
三
六

一
、
三
六

二
、
三
六

三
、
三
七

一
、
三
七

二
、
三
七

三
、
三
八

一
、
三
八

二
、
三
九

一
、
三
九

二
、
四
〇

一
、

－
－

－
－

－
－

－

四
〇

二
、
字
十
万
四
二

一
、
四
二

二
、
四
二

四
、
四
六
、
字
上
辻
四
三

一
、
字
中
辻

－
－

－
－

－

四
五

一
、
四
五

二
、
四
五

七
、
字
仏
空
面
四
七
、
字
原
ノ
脇
四
八

二
、
四
八

三
、
四

－
－

－
－

－

九
、
四
九

二
、
五
〇

二
、
五
〇

四
、
五
八

一
、
五
八

四
、
五
八

六
、
五
八

七
、

－
－

－
－

－
－

－

五
八

一
〇
、
五
八

一
一
、
五
八

一
二
、
五
八

一
三
、
五
八

一
四
、
五
八

一
五
、
字

－
－

－
－

－
－

フ
ケ
五
九

三
、
五
九

八
、
五
九

一
三
、
五
九

一
四
、
字
七
斗
代
六
〇

三
、
六
〇

九
、

－
－

－
－

－
－

六
〇

一
五
、
六
〇

一
六
、
字
原
ノ
脇
四
八

三
地
先
水
路
、
五
八

一
一
地
先
道
路
、
字
天

－
－

－
－

代
川
端
四
〇

二
地
先
道
路

－

二

公
共
施
設
の
種
類

水
路

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

高
梁
市
松
原
通
二
〇
四
三

高
梁
市
長

近
藤

隆
則

五

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
九
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
八
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

 
 

 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

会
計
責
任
者
の
氏
名 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

届
出
年
月
日 

 

      

Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｗ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｒ 

草
加
忠
弘
後
援
会 

竹
本
か
ん
後
援
会 

      

丸 

山 

悦 

二 

草 

加 

忠 

弘 

竹 

本 

幸 

久 

 

西 

山 

泰 

治 

草 

加 

ゆ
う
子 

竹 

本 

沙 

織 

 

笠
岡
市
相
生
七
五
一
―
二 

備
前
市
東
片
上
二
六
八
―
一 

浅
口
市
寄
島
町
一
一
六
一
〇 

 

令
和
三 

・
一
二
・ 

三 

〃 
 

 
 

一
二
・
一
五 

〃 
 

 
 

一
二
・ 

三 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
衆
議
院

平

沼

正
二
郎

代
表
者
の
氏
名

平

沼

正
二
郎

平

沼

赳

夫

令
和
三

・
一
二
・
一
四

支
部

〃

〃

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

〃

〃

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

（
公
職
の
種
類
（
第
一
号

）

衆
議
院
議
員

）

自
由
民
主
党
岡
山
県
第
二
選

山

下

貴

司

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
平
井
六

三

一
三

岡
山
市
中
区
浜
三
六
八

三

〃

一
二
・

七

―

―

―

挙
区
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
第
三
選

阿

部

俊

子

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

谷

冨
美
枝

山

本

敏

明

〃

一
二
・

六

挙
区
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
タ
ク
シ

梶

川

政

文

〃

神

宝

博

石

井

繁

次

〃

六
・
二
八

ー
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岡
山
県
医
薬
品
登
録
販
売
者

竹

原

裕

雅

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
一
一
二

五

岡
山
市
北
区
表
町
一

三

五
○

令
和
三

・

四
・

一

―

―

―

政
治
連
盟

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

竹

原

裕

雅

千

歳

重

雄

〃

〃

佐
藤
浩
後
援
会

岡

部

政

道

代
表
者
の
氏
名

岡

部

政

道

佐

藤

浩

〃

一
二
・
一
四

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

岡

部

政

道

佐

藤

浩

〃

〃

柴
田
よ
し
ろ
う
後
援
会

柴

田

義

朗

〃

山

田

泰

立

花

茂

樹

〃

一
二
・

三

鈴
木
か
ず
ふ
み
後
援
会

鈴

木

一

史

〃

鈴

木

一

茂

井

上

信

也

〃

一
二
・
二
〇

谷
口
圭
三
後
援
会

米

井

瑞

臣

代
表
者
の
氏
名

米

井

瑞

臣

山

本

智

英

〃

一
二
・

一

玉
野
、
再
始
動
の
会

山

田

泰

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

田

泰

立

花

茂

樹

〃

一
二
・

三

津
山
の
未
来
を
創
る
会

米

井

瑞

臣

代
表
者
の
氏
名

米

井

瑞

臣

山

本

智

英

〃

一
二
・

一

Ｔ
Ｋ
Ｃ
橋
本
岳
政
経
研
究
会

内

海

隆

行

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
沖
新
町
七
九

七

倉
敷
市
児
島
下
の
町
一

一
一

四
五

〃

四
・

一

―

―

―

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

内

海

隆

行

馬

越

晃

一

〃

〃

原
田
謙
介
政
治
参
画
研
究
会

原

田

謙

介

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
京
町
一
三

五
高
田
ビ
ル
一
Ｆ

岡
山
市
南
区
西
市
三
〇
一

一

〃

一
二
・
二
〇

―

―

平
沼
正
二
郎
後
援
会

平

沼

正
二
郎

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

井

慎

二

平

沼

廣

子

〃

一
二
・

三

福
吉
と
も
の
り
後
援
会

福

吉

智

徳

〃

福

吉

い
づ
み

高

橋

幸

男

〃

一
二
・
一
三

山
下
た
か
し
後
援
会

中

島

基

善

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
平
井
六

三

一
三

岡
山
市
中
区
浜
三
六
八

三

〃

一
二
・

七

―

―

―

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

佐
藤
浩
後
援
会 

杉
本
美
智
子
後
援
会 

          

岡 

部 

政 

道 

杉 

本 

美
智
子 

  
 

 
 

 

令
和
三 

・
一
二
・
一
四 

〃 
 

 
 

一
二
・
二
〇 

  
 

 
 

 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た 

 

公
職
の
種
類 

 
 

 
 

 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 
 

 
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

者
（
代
表
者
）
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

      

草 

加 

忠 

弘 

      

備
前
市
議
会
議
員 

 

草
加
忠
弘
後
援
会 

 

備
前
市
東
片
上
二
六
八
―
一 

 令
和
三 

・
一
二
・
一
五

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届 

 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

 
 

 
 
 

 
 

 

新 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

旧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

異
動
年
月
日 

 
 

出
を
し
た
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

原 

田 

謙 

介 

 

原
田
謙
介
政
治
参
画
研
究

会 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

岡
山
市
北
区
京
町
一
三
―
五
高
田
ビ
ル
一
Ｆ 

 

岡
山
市
南
区
西
市
三
〇
一
―
一 

 令
和
三 

・
一
二
・
二
〇 

令和４年１月２８日　岡山県公報　第１２３６５号


